様式第１号(第８条関係)
年　 月　 日
三木町長　殿

申請者  〒
住　所
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
電話番号


　　　
三木町空き家利活用促進事業補助金（空き家改修等補助事業）交付申請書

三木町空き家利活用促進事業補助金（空き家改修等補助事業）の交付を受けたいので、三木町空き家利活用促進事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記
１　申請概要及び交付申請額
　
	対象物件
	「三木町空き家バンク」
登録番号（物件番号）
	第　　　　　号

	
	物件の所在地・住所
	〒


	
	物件の所有者
	

	整備内容
	改修工事等の内容
	（具体的に）

	
	改修工事等の費用
	（見積金額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

	
	金額
	補助対象経費の合計額
	円

	
	
	
	交付申請額
	千円　　

	
	補助対象経費の内訳
	


	事業着手予定日
	　　　　年　　月　　日

	事業完了予定日
	　　　　年　　月　　日


※交付申請額は、補助対象経費の合計額の1/2とし、空き家の改修費は1,000千円、家財道具の処分費は100千円を限度とする。ただし、千円未満を切り捨て、予算の範囲内で交付することとする。

２　添付資料
【空き家の改修】
(１)　誓約書(別紙)
(２)　本人確認書類の写し
(３)　町税等の滞納がないことを証明する書類
(４)　対象物件の所有権が確認できる書類（申請者が空き家の所有者等の場合に限る。）
(５)　売買契約書または賃貸借契約書の写し（申請者が空き家を購入又は賃借した個人の場合に限る。）
(６)　対象物件の図面等、対象物件の延床面積の２分の１以上を住宅として使用することが分かる書類
(７)　対象物件の周辺環境が分かる位置図
(８)　改修予定箇所（事業実施前）の現況写真
(９)　補助対象経費の内訳が確認できる書類（見積書等）の写し
(10)　空き家の改修に関する所有者等の承諾書（賃貸借契約を締結した場合に限る。）
(11)　建築基準法の適合状況調査結果報告書（申請用）（様式第３号）
(12)　前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

【家財道具の処分】
(１)　誓約書(別紙１)
(２)　本人確認書類の写し
(３)　町税等の滞納がないことを証明する書類（申請者が町内在住の空き家の所有者又は空き家の購入者、賃借者の場合に限る。）
(４)　対象物件の所有権が確認できる書類（申請者が空き家の所有者等の場合に限る。）
(５)　売買契約書または賃貸借契約書の写し（申請者が空き家を購入又は賃借した個人の場合に限る。）
[bookmark: _Hlk224570990](６)　補助対象経費の内訳が確認できる書類（見積書等）の写し
(７)　家財道具の処分実施前の現況写真
(８)　空き家の家財道具の処分に関する所有者等の承諾書（賃貸借契約を締結した場合に限る。）
　(９)　前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類



別紙
誓　約　書

当社(個人である場合は私)は、下記の事項について誓約します。
なお、三木町空き家利活用促進事業補助金（空き家改修等補助事業）に関する報告及び立入調査について、三木町から求められた場合には、それに応じるとともに、関係機関に照会することについて承諾します。

記

１  交付対象者に該当します。
２  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるものではありません。
３  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第122号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業（店舗型性風俗特殊営業に限る。）に係る同条第 13 項に規定する接客業務受託営業に係る事業を行うものではありません。
４  宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行うものではありません。
５　補助事業の完了日から概ね３年以上継続して空き家バンクに登録する意思があります。（所有者等の場合に限る。）
６  補助事業の完了日から概ね３年以上居住又は利用する意思があります。また、居住又は利用ができなかった場合には、補助金の全額を返還します。（空き家の購入又は賃借した個人の場合に限る。）
７  交付申請する物件は、国庫補助金及び他の県補助金等が交付されている物件ではありません。
８  申請書及び添付書類の内容に偽りはありません。
９  直前の住居は、次のとおり空き家になりません。（県内転居の場合に限る。）
· 直前の住居は私が所有しているものであり、将来的に管理不全な状態に陥らないよう適切に管理します。
· 直前の住居は私が所有しているものであり、引き続き、親族が利用します。
· 直前の住居は私が所有しているものであり、宅地建物取引業者と媒介契約を締結します。
· 直前の住居は賃貸借物件です。
· その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年 　 月 　 日
三木町長　殿

事業者名　　　　
代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
